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中華人民共和国商務部［２００９年］第８２号公告（パナソニック社による三洋社の

買収を条件付きで許可することについての独占禁止にかかる審査決定に関する公告） 

２００９－１０－３０ １６：４１ 出典：商務部独占禁止局 

 

中華人民共和国商務部は、パナソニック株式会社（「パナソニック社」という）と三

洋電機株式会社（「三洋社」という）の事業者の集中についての独占禁止にかかる申

告を受領した。審査の結果、商務部は当該事業者の集中を条件付きで許可することを

決定した。「中華人民共和国独占禁止法」第三十条に基づき、以下の通り公告する。 

一、 受理及び審査の手続き 

２００９年１月２１日、商務部は、パナソニック社による三洋社の買収につい

ての事業者の集中の申告にかかる申請を受領した。審査の結果、商務部は当該

申告資料が完全でないと判断し、更に補充して完全にするよう申告者に要求し

た。４月３０日、申告者は補充資料を提出した。審査確認の結果、商務部は補

充された後の申告資料は法定基準を満たしていると判断し、５月４日に受理

し、初歩的な審査を開始した。初歩的な審査の過程において、商務部は当該買

収により合併後の新企業が重なり合う製品市場における占有率が明らかに高く

なり、市場構造に実質的な変更が生じると判断し、初歩的な審査作業の終了

後、更なる審査を実施することを決定した。更なる審査の期限は９月３日であ

った。８月１４日、商務部は審査により発見された競争問題について申告者に

対し指摘し、かつ期間を限って相応する解決プランを提出するよう申告者に要

求した。８月２６日、申告者は商務部に対し申請を提出し、上記の競争問題を

解決するための具体的なプランを準備できるよう、更なる審査の期限の延期を

請求した。「中華人民共和国独占禁止法」第二十六条に基づき、商務部は更な

る審査の期限を６０日間延長することを決定し、期限は２００９年１１月３日

となった。 

二、 審査内容 
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商務部は「中華人民共和国独占禁止法」第二十七条に基づき、当該事業者の集

中について以下のいくつかの面から全面的な審査を行った。 

（一） 集中に参与する事業者の関連市場における市場占有率及び市場に対する

その支配力。 

（二） 関連市場の市場集中度。 

（三） 市場参入、技術の進歩に対する事業者の集中による影響。 

（四） 消費者及びその他の関連事業者に対する事業者の集中による影響。 

（五） 国民経済の発展に対する事業者の集中による影響。 

三、 審査作業 

商務部は受理後、関連政府部門、業界商会及び業界協会の意見を書面で求め、

申告資料及び関連する補充資料の真実性、完全性について審査確認を行い、特

定の問題について補充し、及び明確にするよう申告者に要求した。商務部は審

査において、双方の重複製品の種類、販売データ、製品の差異、製品の価格決

定方法及び策略、小売モデル、川下ユーザーとの交渉、生産能力の変化並びに

存在する可能性のある縦関係等の問題について関連文書及び証拠を提供するよ

う申告者に要求した。商務部は関連する分野の意見を理解するため、更に異な

る製品にかかる３９社の同業の競争者及び川下ユーザーに対し調査アンケート

を配り、個別の企業に対し電話取材を行い、かつ深圳等に赴き、実地調査を行

った。審査において発見された競争を制限又は排除する問題について、商務部

は申告者と十分な協議を行い、かつ不利な影響を除去するための解決プランに

ついて合意した。 

四、 競争問題 

審査の結果、商務部は当該集中が以下の三つの製品市場において競争を制限又

は排除する影響をもたらすことを確認した。 

（一） コイン形リチウム二次電池 
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コイン形リチウム二次電池は、携帯電話、ビデオカメラ等電気器具の予備電

源に用いられるものである。審査の結果、当該製品は、独立した製品市場を

構成し、地域市場は世界市場と画定されている。当該集中が当該製品市場に

おいて競争を制限又は排除する影響をもたらすことについての理由は、次の

通りである。 

第一に、コイン形リチウム二次電池市場が高度に集中している。申告する双

方はそれぞれ、当該市場における一位及び二位の製造業者であり、合併後の

パナソニック社が６１．６％の市場占有率を占め、川下ユーザーの選択権が

大きな制限を受けることとなっている。多くの川下ユーザーが二社以上のサ

プライヤーから製品を調達するという戦略をとっているため、合併によりも

たらされる競争制限効果は更に顕著なものとなる。 

第二に、合併後のパナソニック社が一方的に値上げできる能力を有してい

る。市場における競争者が非常に限られているため、合併後のパナソニック

社による値上げ行為は有効な競争上の制限を受け難い一方、合併後のパナソ

ニックによる価格吊り上げ行為は他の競争者にとっても有利である可能性が

あるため、パナソニックと有効な競争を行うための動力が欠如している。 

第三に、買主の力量が上記の競争制限効果を除去するに足りない。川下大型

ユーザーの一部が合併後の事業体と拮抗する買主の力量を有しているが、こ

のような買主の力量は同等の価格交渉能力を有しないその他の中小規模ユー

ザーにまで拡張することはできない。 

（二） 民用ニッケル水素電池 

民用ニッケル水素電池は、主として電動工具等の電気器具の主電源に用いら

れる。当該製品は、独立した製品市場を構成し、関連地域市場は世界市場で

ある。当該集中が当該製品市場において競争を制限又は排除する影響をもた

らすことについての理由は、次の通りである。 

第一に、民用ニッケル水素電池市場は、集中度が比較的高い市場であり、か

つ競争者の数が限られており、合併後のパナソニック社の市場占有率は４
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６．３％に達し、その他の競争者よりもずっと高い。合併により、パナソニ

ック社は一方的に値上げできる能力を有することになる可能性がある。 

第二に、指定取引により、市場競争が損なわれる可能性がある。商務部は調

査において、民用ニッケル水素電池の川下ユーザーの需要者の一部が三洋又

はパナソニックのブランドの電池製品を使用するよう当該川下ユーザーに指

定し、要求していることを発見した。このような指定取引方法は市場競争を

抑制し、これにより他のブランドの電池製品が排除されることとなる。合併

はこのような競争制限効果を更に甚大にする。 

第三に、ニッケル水素電池市場の発展は緩慢化してきており、上記の競争を

制限及び排除する効果を打ち消すのに十分な市場への参入を引きつけること

が比較的難しい。 

（三） 自動車用ニッケル水素電池 

自動車用ニッケル水素電池は、ハイブリッド電気自動車又は純電気自動車に

駆動動力を提供する電池である。当該集中が当該製品市場において競争を制

限又は排除する影響をもたらすことについての理由は、次の通りである。 

当該市場は高度に集中しており、そのうちパナソニック社及びトヨタ社が合

弁で設立した企業であるパナソニックＥＶエナジー株式会社（「ＰＥＶＥ

社」という）は、当該市場で７７％の市場占有率を占め、絶対的優位な地位

を有しており、これに加えて市場におけるその他の競争者は申告する双方に

限られる。合併により、当該市場の競争者の数は更に減少されることとな

り、パナソニック社はＰＥＶＥ社におけるその影響力を利用して更に市場競

争を弱める可能性がある。 

五、 制限条件付き交渉 

上記の競争問題を解決するため、「独占禁止法」第二十九条の規定に基づき、

２００９年８月２０日、８月２６日、９月１０日、９月２４日、１０月２０日

に、商務部は救済プランについて申告者と複数回にわたる交渉を行った。２０
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０９年１０月２２日、申告者は最終的な救済プランを提出した。商務部は評価

の結果、当該救済プランが当該集中により中国市場に対してもたらされる不利

な影響を除去するに足るものであることを確認した。 

六、 審査決定 

パナソニック社と三洋社の事業者の集中が、コイン形リチウム二次電池、民用

ニッケル水素電池及び自動車用ニッケル水素電池等の関連製品市場に対し、競

争を制限又は排除する効果をもたらすことに鑑み、集中が市場競争に対しもた

らす不利な影響を減少させるため、商務部は当該集中を条件付きで許可するこ

とを決定し、以下の義務を履行するようパナソニック社及び三洋社に要求す

る。 

（一） コイン形リチウム二次電池について 

1、 現時点でのコイン形リチウム二次電池のすべての業務を三洋社から分離

し、即ち、日本鳥取県岩見町にある三洋社鳥取工場のコイン形リチウム

二次電池の業務をすべて独立した第三者（買収人）に譲渡する。買収人

の選抜は、分離された業務の発展に有利であり、及び市場競争に有利で

あるという原則に従い行わなければならず、かつ商務部の許可を得る必

要がある。三洋社は当該買収人の需要に基づき、コイン形リチウム二次

電池業務の経営に必要な生産設備、販売、研究開発部門及び顧客リソー

スを含む関連資産を買収人に譲渡すると同時に、三洋社はその保有する

コイン形リチウム二次電池の生産に関連する専用知的財産権を買収人が

使用することを許諾する。 

2、 パナソニック社及び三洋社は、今回の事業者の集中の完了日から６ヶ月

以内に、影響を除去するための上記措置を完了しなければならない。当

該期間中に実施を完了することができなかった場合、更に６ヶ月間延長

することができるが、事前に商務部の許可を取得しなければならない。

集中する双方が当該延長期間中に影響を除去するための前述の措置を依

然として完了することができなかった場合、商務部は独立した受託者を
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指定し、分離予定の前述の業務を独立した第三者に譲渡する権利を有す

る。 

3、 今回の事業者の集中の完了日から前述の措置の実施完了日までの期間

中、パナソニック社と三洋社の関連事業主体は、独立して運営し、価

格、顧客に関する情報及びその他の競争性にかかる情報を相手方に開示

してはならないが、法定義務を履行するために開示する情報はこの限り

でない。 

（二） 民用ニッケル水素電池について 

三洋社又はパナソニック社のうちいずれか一方の民用ニッケル水素電池業務

を分離し、具体的な分離対象は集中する双方が確定することができるが、具

体的な分離プランは確定される前に商務部の許可を取得しなければならな

い。 

1、 三洋は、日本群馬県高崎市にあるその高崎工場の民用ニッケル水素電池

業務を独立した第三者（買収人）に譲渡する。三洋は、中国江蘇省にあ

るその蘇州工場の生産するＳｕｂ－Ｃ・Ｄ型電池をＯＥＭ形式により当

該買収人に供給する。三洋は当該買収人の需要に基づき、民用ニッケル

水素電池業務の経営に必要な生産設備、販売、研究開発部門及び顧客リ

ソースを含む資産を買収人に譲渡し、かつその保有する民用ニッケル水

素電池の生産に関連する知的財産権を当該買収人が使用することを許諾

する。又は、パナソニック社は江蘇省にあるその無錫工場の民用ニッケ

ル水素電池業務を買収人に譲渡する。パナソニック社は当該買収人の需

要に基づき、民用ニッケル電池事業の経営に必要な生産設備、販売、研

究開発部門及び顧客リソースを含む資産を買収人に譲渡し、かつその保

有する民用ニッケル水素電池の生産に関連する知的財産権を当該買収人

が使用することを許諾する。 

買収人の選抜は、分離された業務の発展に有利であり、及び市場競争に

有利であるという原則に従い行わなければならず、かつ商務部の許可を
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得る必要がある。 

2、 集中する双方は、今回の事業者の集中の完了日から６ヶ月以内に、影響

を除去するための前述の措置を実施しなければならない。当該期間中に

実施できなかった場合、商務部の認可を取得した後、更に６ヶ月間延長

することができる。集中する双方が当該延長期間中に影響を除去するた

めの前述の措置を依然として完了することができなかった場合、商務部

は独立した受託者を指定し、分離予定の前述の業務を独立した第三者に

譲渡する権利を有する。 

3、 今回の事業者の集中の完了から前述の措置の実施完了までの期間中、パ

ナソニック社と三洋社の関連事業主体は、独立して運営し、価格、顧客

に関する情報及びその他の競争性にかかる情報を相手方に開示してはな

らないが、法定義務を履行するために開示する情報はこの限りでない。 

（三） 自動車用ニッケル水素電池について 

1、 パナソニック社がその自動車用ニッケル水素電池業務を分離することに

ついて 

第一に、パナソニック社は、日本国神奈川県茅ヶ崎市にあるその湘南工場

のＨＥＶ用ニッケル水素電池業務を独立した第三者（買収人）に譲渡す

る。買収人の選抜は、分離された業務の発展に有利であり、及び市場競争

に有利であるという原則に従い行わなければならず、かつ商務部の許可を

得る必要がある。パナソニック社は当該買収人の需要に基づき、自動車用

ニッケル水素電池事業の経営に必要な生産設備、販売、研究開発部門及び

顧客リソースを含む資産を買収人に譲渡し、かつその保有するＨＥＶ用ニ

ッケル水素電池の生産に関連する知的財産権を当該買収人が使用すること

を許諾する。 

第二に、集中する双方は、今回の事業者の集中の完了日から６ヶ月以内

に、影響を除去するための前述の措置を実施しなければならない。当該期

間中に実施を完了することができなかった場合、商務部の認可を取得した
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後、更に６ヶ月間延長することができる。集中する双方が当該延長期間中

に影響を除去するための前述の措置を依然として完了することができなか

った場合、商務部は独立した受託者を指定し、分離予定の前述の事業を独

立した第三者に譲渡する権利を有する。 

第三に、今回の事業者の集中の完了から前述の措置の実施完了までの期間

中、パナソニック社と三洋社の関連事業主体は、独立して運営し、価格、

顧客に関する情報及びその他の競争性にかかる情報を相手方に開示しては

ならないが、法定義務を履行するために開示する情報はこの限りでない。 

2、 ＰＥＶＥ社について 

第一に、ＰＥＶＥ社に対するパナソニック社の出資比率は、現在の４０％

から１９．５％に引き下げる。 

第二に、パナソニック社はＰＥＶＥの株主総会における議決権を放棄す

る。 

第三に、パナソニック社はＰＥＶＥの董事に対する任命・派遣権を放棄す

る。 

第四に、自動車用ニッケル水素電池業務に関するＰＥＶＥの親会社である

トヨタ自動車との合弁契約における否決権を放棄する。 

第五に、ＰＥＶＥ社の名称を「Ｐａｎａｓｏｎｉｃ」の字句を含まない会

社名称に変更する。 

前述の措置は、今回の事業者の集中の完了日から６ヶ月以内に実施を完了

しなければならず、かつ三年間は当該措置の内容についていかなる変更も

行わない。影響を除去するための当該措置を終了する場合、商務部の認可

を得なければならない。 

本決定は公告の日より発効する。 

中華人民共和国商務部 
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２００９年１０月３０日 


